
 

 

民生福祉常任委員会審査日程 
 

日 時  平成３１年２月２２日(金) 

午前９時 

場 所  第２委員会室 

         

～審査内容～ 

 

１ 議案第４号 平成３０年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予算

（第３回）について（国保） 

 

２ 議案第６号 平成３０年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３回）について（国保） 

 

３ 議案第５号 平成３０年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第

４回）について（高齢） 

 

（休憩：一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会） 

 

４ 議案第９号 平成３０年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第２回）

について（病院） 

 

５ 所管事務調査 病院事業報告について 

 

６ 平成３０年議案第１０２号 山陽小野田市斎場条例の一部を改正する

条例の制定について（環境） 

 





H31.2.22民生福祉常任委員会提出資料②　国保年金課　　

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

現年分 66.68 67.18 67.45 67.66 69.31 70.08 70.52
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国民健康保険料 １月末の現年分収納率推移（還付未済分含む）



H31.2.22民生福祉常任委員会提出資料③　国保年金課

●平成30年度医療費見込み （単位：人・円・％）

被保険者数 医療費総額
（保険者負担額）

１人あたりの医
療費

（保険者
負担額）

被保険者数
医療費総額

（保険者負担額）
①

１人あたりの
医療費
（保険者
負担額）

H29実績に対す
る１人当たり医
療費（保険者負
担額）の伸び率

被保険者数
（9月末）

医療費総額
（保険者負担額）

②

１人あたりの
医療費
（保険者
負担額）

H29実績に対す
る１人当たり医
療費（保険者負
担額）の伸び率

12,902 4,307,467,106 333,860 12,564 4,305,109,000 342,654 2.6 12,791 4,611,922,000 360,560 8.0 306,813,000

264 116,816,982 442,489 96 49,082,000 511,271 15.5 93 31,105,000 334,462 ▲ 24.4 ▲ 17,977,000

12,902 30,036,358 2,328 12,564 29,024,000 2,310 ▲ 0.8 12,791 35,470,000 2,773 19.1 6,446,000

264 758,972 2,875 96 309,000 3,219 12.0 93 507,000 5,452 89.6 198,000

12,902 581,932,489 45,104 12,564 620,789,000 49,410 9.6 12,791 692,883,000 54,170 20.1 72,094,000

264 20,680,164 78,334 96 8,543,000 88,990 13.6 93 9,718,000 104,495 33.4 1,175,000

13,166 5,057,692,071 384,148 12,660 5,012,856,000 395,960 3.1 12,884 5,381,605,000 417,697 8.7 368,749,000

●基金収支 （単位：円）

処理日
処理
年度

積立 取崩 残高

平成29年度末 H29 145,086,000 1,042,358,883

当初予算 H30 32,000 1,042,390,883

当初予算 H30 102,817,000 939,573,883

12月補正 H30 121,515,000 1,061,088,883

3月補正 H30 ▲ 85,191,000 1,146,279,883

Ｈ２９実績 Ｈ３０当初予算

補正額
②－①

Ｈ３０決算見込み

退職被保険者高額療養費負担金

合計

一般被保険者療養給付費負担金

退職被保険者療養給付費負担金

一般被保険者療養費負担金

退職被保険者療養費負担金

一般被保険者高額療養費負担金





議案第５号 

平成３０年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第４回） 

参考資料 

 

○ 保険者機能強化推進交付金の意図 

地域包括ケアシステムの推進と介護保険制度の持続可能性を維持するため、

市町村が行う高齢者の自立支援や重度化防止といった介護予防の取組に対し

て国が補助する。この補助に当たっては、 

(1) ＰＤＣＡサイクルの構築状況 

(2) 介護予防施策の推進状況 

(3) 給付適正化の取組 

に関する評価を行い、達成状況に応じて額を増減させることで、市町村に

対する財政的インセンティブとするもの。 

 

○ 交付金事業の対象経費 

市町村が地域支援事業を実施するに当たり、必要となる第１号被保険者の

保険料負担を軽減することを目的としている（市の公費負担を軽減するもの

ではない。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国, 38.5%

県, 19.25%

市, 19.25%

第1号保険料, 

23%

包括的支援事業・任意事業費の負担割合

ここを軽減 










